
令和５年度 高知県博物館登録審査会 次第

日 時 令和６年１月 17 日（水）13:30～15:00

場 所 オーテピア ４階ホール

１ 開会

２ 実地調査報告

・事前の質問事項に対する回答

・施設視察

３ 登録に関する意見の取りまとめ

４ 閉会



令和５年度高知県博物館登録審査会委員名簿

（委員長◎、副委員長○、以下五十音順・敬称略）

氏 名 現 職

◎斉藤 雅洋
高知大学地域協働学部 准教授

高知県社会教育委員会 委員長

○中内 勝 高知県 歴史文化財課 課長

伊藤 博明 高知県公立大学法人 理事長

田所 菜穂子 高知市立横山隆一記念まんが館 館長

本田 祐介 高知県立のいち動物公園 副園長



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

教 育 委 員 会 規 則

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 博 物 館 の 登 録 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ５ 年 ３ 月 28日

高 知 県 教 育 長 長 岡 幹 泰

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 ６ 号

高 知 県 博 物 館 の 登 録 に 関 す る 規 則

博 物 館 の 登 録 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 27年 高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第

２ 号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 則 は 、 博 物 館 法 （ 昭 和 26年 法 律 第 285 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 22条 の 規 定 に 基 づ き 、 博 物 館 の 登 録 に 関 し

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 登 録 申 請 書 の 様 式 ）

第 ２ 条 法 第 12条 第 １ 項 の 登 録 申 請 書 は 、 別 記 第 １ 号 様 式 に よ る

も の と す る 。

（ 登 録 の 審 査 に 関 す る 基 準 ）

第 ３ 条 法 第 13条 第 １ 項 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で の 都 道 府 県 の 教 育

委 員 会 の 定 め る 基 準 は 、 高 知 県 教 育 長 （ 第 ７ 条 に お い て 「 教 育

長 」 と い う 。 ） が 定 め る 。

（ 博 物 館 登 録 原 簿 の 様 式 ）

第 ４ 条 法 第 14条 第 １ 項 の 博 物 館 登 録 原 簿 は 、 別 記 第 ２ 号 様 式 に

よ る も の と す る 。

（ 博 物 館 登 録 審 査 会 ）

第 ５ 条 高 知 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） は 、

博 物 館 の 登 録 に 関 し て 意 見 を 聴 く た め 、 高 知 県 博 物 館 登 録 審 査

会 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 審 査 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。

２ 教 育 委 員 会 は 、 法 第 13条 第 ３ 項 （ 法 第 19条 第 ２ 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 、 法 第 11条 の 規 定 に よ る 登

録 又 は 法 第 19条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 取 消 し を し よ う と す

る と き は 、 審 査 会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。

３ 審 査 会 は 、 教 育 委 員 会 が 学 識 経 験 者 の う ち か ら 委 嘱 し 、 又 は

任 命 す る 委 員 ５ 人 以 内 で 組 織 す る 。

４ 審 査 会 に 委 員 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ っ て 定 め る 。

５ 委 員 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 審 査 会 を 代 表 す る 。

６ 前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 審 査 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 審 査 会 が 定 め る 。

（ 登 録 の 公 表 等 ）

第 ６ 条 教 育 委 員 会 は 、 法 第 14条 第 ２ 項 、 第 15条 第 ２ 項 、 第 19条

第 ３ 項 及 び 第 20条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る と き は 、 そ の 旨 を 告 示 す る も の と す る 。

(１ ) 法 第 11条 の 規 定 に よ る 登 録 を し た と き 。

(２ ) 法 第 15条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 が あ っ た と き 。

(３ ) 法 第 19条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 取 消 し を し た と き 。



(４ ) 法 第 20条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 廃 止 の 届 出 が あ っ た と き 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 法 第 31条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 博 物 館 に 相 当 す

る 施 設 と し て の 指 定 を し 、 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 博 物 館

に 相 当 す る 施 設 と し て の 指 定 を 取 り 消 し た と き に お け る 同 条 第

３ 項 の 規 定 に よ る 公 表 に つ い て 準 用 す る 。

３ 第 １ 項 （ 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り

告 示 す る 事 項 は 、 そ の 旨 及 び 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

(１ ) 第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 博 物 館 の 設 置

者 の 名 称 及 び 住 所 、 博 物 館 の 名 称 及 び 所 在 地 並 び に 登 録 年 月

日

(２ ) 第 １ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 前 号 に 掲 げ る

事 項 の う ち 変 更 が あ る 事 項 及 び 変 更 年 月 日

(３ ) 第 １ 項 第 ３ 号 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 第 １ 号 に 掲 げ

る 事 項 （ 登 録 年 月 日 を 除 き 、 変 更 が あ っ た と き は 、 変 更 後 の

も の に 限 る 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 取 消 し 年 月 日

(４ ) 第 １ 項 第 ４ 号 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 第 １ 号 に 掲 げ

る 事 項 及 び 廃 止 年 月 日

（ 委 任 ）

第 ７ 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 博 物 館 の 登 録 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 教 育 長 が 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



高知県博物館登録審査会の運営に関する要綱

（目的）

第１条 この要綱は、高知県博物館の登録に関する規則（令和５年高知県教育委員会

規則第６号）第７条の規定により、高知県博物館登録審査会（以下「審査会」とい

う。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（任期等）

第２条 審査会の委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から、当該委嘱し、又は任

命した日の属する年度の末日までとする。

（副委員長）

第３条 審査会に、副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

（会議）

第４条 審査会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。

２ 会議の議長は、委員長が当たる。

３ 会議は、委員長又は副委員長及び委員の３分の２以上の出席がなければ、議事を

開き、及び議決をすることができない。

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

（事務局）

第５条 審査会の事務局は、教育委員会事務局生涯学習課に置く。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年10月19日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。

（経過措置）

３ 第４条第１項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議

は、教育長が招集する。


